
野外スポーツ施設整備
事業概要説明会

令和 4 年 8 月 26 日（金）、27日（土）
豊島区 文化商工部 学習・スポーツ課
建設技術研究所・富士ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ・渡邊建設
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（1） 旧第十中学校の現況

敷地面積 15,102.41㎡

用途地域 第一種低層住居専用地域

現在の使用 旧校舎には文化財等を保管 旧グラウンドは開放事業を実施

その他 旧第二グラウンド地下に豪雨対策のための下水道局の雨水貯留槽あり

千川駅

江古田駅
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（2） 旧第十中学校跡地に野外スポーツ施設を整備する理由

①豊島区内にはサッカー、野球、テニスなどの屋外競技
を楽しめる施設が少ないため。

②区内で本敷地以上にまとまった敷地の確保が難しい。

③本敷地は豊島区内で最大規模の区有地であり、屋外競
技に対応した施設として敷地が確保できる。

④閉校した学校跡地を有効に活用できる。

スポーツ施設管理棟の建設は用途制限を超えるため、建築
基準法上の許可が必要です。
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（3） これまでの検討の経緯

時期 内容

平成 29年 8月
「旧第十中学校跡地活用等基本計画検討委員会」設置

→委員構成：町会長、体育協会、公募区民など

平成 30年 4月 「旧第十中学校跡地活用等基本計画（案）説明会」実施

平成 30年 6月
「旧第十中学校跡地活用等基本計画」策定（パブリックコ
メント実施）

平成 31年 3月 「旧第十中学校の野外スポーツ施設に関する説明会」実施

令和 2年 2月 プロポーザル実施

令和 2年 12月 事業者決定

令和 3年 7･8･11月 整備に関する豊島区体育協会との意見交換会の実施

令和 3年 12月 「旧第十中学校解体工事に関する説明会」実施
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（4） 旧第十中学校の関連計画

計画名称 記載内容（抜粋）

豊島区基本構想
豊島区の地域づくりの基本方針を踏まえた具体化策：
「生涯にわたって学び、スポーツに親しむことができる
環境づくりをすすめます」

豊島区基本計画
2022-2025

地域づくりの方向を踏まえた重点施策：「スポーツ･レ
クリエーション活動の推進」

未来戦略推進プラン
2022

旧第十中学校に「サッカー、野球、テニス、ラグビーな
ど多目的な競技に対応した野外スポーツ施設の整備」

豊島区スポーツ推進
計画2015-2024

第十中学校跡地に「多目的な競技に対応した野外スポー
ツ施設」を整備する

豊島区都市づくりビ
ジョン改定版

旧第十中学校における、野外スポーツ施設の整備や防災
備蓄倉庫等の設置について検討する

旧第十中学校跡地活
用等基本計画

野外スポーツ施設に関する現状と課題の分析、競技種目、
施設運営のあり方、事業スケジュール、民間活力を導入
した事業手法の検証などを基本計画として整理する。
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（5） 本施設の公益性

①スポーツ施設に対する「施設数、設備の増加」などの区民
からの需要に応える。

②子どもから高齢者まで幅広い年齢層が、日常生活の中でい
つでも、安全にスポーツに親しむことができる施設として
整備する。また、バリアフリーやユニバーサルデザインに
配慮し、障害者も利用しやすい施設として整備する。

③オープンスペースにおける地域交流や、スポーツを通じた
人・地域の交流により、地域コミュニティの活性化を促す。

④区民利用が中心ではあるが、区界の立地を踏まえ、他自治
体居住者や区内在勤者が利用できる施設として運営する。

⑤防災機能を取り入れ、大規模災害などの非常時に有効活用
できるように整備する。
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1．野外スポーツ施設整備事業の概要

（6） 旧第十中学校跡地活用等基本計画

導入施設 必要性・考え方

多目的グランド
様々な野外スポーツ競技、イベントなどを実施できる施設と
する

テニスコート 幅広い年齢層が、スポーツに親しむことができる施設とする

管理棟 人・地域の交流や賑わいの創出に貢献できる施設とする

駐車・駐輪機能 多目的に、多様な主体が利用できる施設とする

防災機能 非常時に有効活用できる施設とする

照明機能
社会人の夜間利用や冬季の夕方以降の利用に対応できる施設
とする

出典：「旧第十中学校跡地活用等基本計画」、平成30年6月、豊島区
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2．野外スポーツ施設の概要

北側
エントランス

東側
エントランス

西側
エントランス

豊島高校

施設計画平面図

南側
エントランス

：車両アクセス動線
：歩行者回遊動線

北東側
エントランス

1
①東西園路の設置、東西南北エントランスを
設置して利便性を強化

②管理棟と一体となった、開放
性のあるたまり空間の確保

2

多目的グラウンド
１面（サッカー（国際規
格105ｍ×68ｍを想定）、
少年野球、ラグビーなど
の利用を想定）

テニスコート
人工芝2面

駐車場

⑤回遊性を向上させた園路の確保
（バリアフリーに対応した穏やかな
園路線形に変更）

5

④駐車場出入口と歩行者出入り口の分離

4
3

③西側エントランスの設置
（ベビーカー等の利用に配慮し、
斜路を設置）

（1） 野外スポーツ施設のレイアウトイメージ

管理棟
2階建て（会議室スペー
ス、事務室、施設倉庫、
トイレ、シャワーなど）

駐輪場

駐輪場

※現時点の想定であり、今後の進捗状況
により、変更が生じる場合があります。

倉庫
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全体鳥瞰イメージ全体鳥瞰イメージ

2．野外スポーツ施設の概要

KEYPLAN

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

KEYPLAN

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

①東側エントランスのイメージ①東側エントランスのイメージ

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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KEYPLAN

2．野外スポーツ施設の概要

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

②南側エントランスのイメージ②南側エントランスのイメージ

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

③西側エントランスのイメージ③西側エントランスのイメージ

KEYPLAN
※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

KEYPLAN

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

④北側エントランスのイメージ④北側エントランスのイメージ

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

（2） 野外スポーツ施設のイメージパース

⑤北東側エントランスのイメージ⑤北東側エントランスのイメージ

KEYPLAN
※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

（3） 管理棟のイメージ

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

１階 平面図 ２階 平面図

ラウンジ

会議スペース

倉庫

トイレ
（女）

トイレ
（男）

更衣室
（男）

更衣室
（女）

多目
的室

ＥＶ

待合スペース

多目的
スペース

エントランス
ホール

管理事務室
受付

備蓄
倉庫

救護室

授乳室
トイレ
（男）

トイレ
（女）

ＥＶ

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

施設倉庫
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2．野外スポーツ施設の概要

（3） 管理棟のイメージ

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

南立面図

西立面図

東立面図

北立面図

▽最高高さ9,150

▽最高高さ9,150 ▽最高高さ9,150

▽最高高さ9,150
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2．野外スポーツ施設の概要

（3） 管理棟のイメージパース

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

外観イメージ外観イメージ
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2．野外スポーツ施設の概要

（4） 整備・運営に際して重視・配慮する点

① 気軽に立ち寄り、日常的に楽しめる空間づくり

○敷地北側は歩道を設け、地域の安全を見守る歩道状空地エリアを整備する

ことで、地域住民も安心して利用できる地域に開かれた空間を整備します。

○北側には、明るく開放的な空間を計画し、スポーツを身近に感じながら公

園のように日常的に利用できる空間づくりを行います。

敷地北側の歩道のイメージ 北側緑地空間のイメージ
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2．野外スポーツ施設の概要

（4） 整備・運営に際して重視・配慮する点

② 交流拠点として多様な過ごし方が共存する機能の整備

○多目的グラウンドとテニスコートに面した敷地南側に配置する管理棟は、

施設管理だけでなく、多様なスポーツやイベントプログラム展開の中心施

設として機能します。

○管理棟まわりの屋外スペースは、利用者が交流できるとともに、近隣の

人々も憩えるスペースとして整備します。

管理棟まわりのたまり空間のイメージ
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2．野外スポーツ施設の概要

（4） 整備・運営に際して重視・配慮する点

③ 会議・待合スペースの整備

待合スペースの活用イメージ会議スペースの活用イメージ

○管理棟内部に会議スペースとしての使用ができる部屋を設け、地域の方々

の会議室としての使用のほか、野外スポーツ施設の運営と連携した使用も

実施していきます。

○また、施設利用者のみならず、地域の方々も気軽に利用できるとともに、

スポーツや地域の情報を提供する、くつろぎ・交流の場となる待合スペー

スを設けます。
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2．野外スポーツ施設の概要

（4） 整備・運営に際して重視・配慮する点

④ 防災機能の整備

備蓄倉庫のイメージ

○*補助救援センターとして位置づけることを予定しており、大規模災害時

に避難者を受け入れる場合があります。

○組み立て可能なマンホール式簡易トイレや発電機などを備蓄倉庫に保管す

ることで、災害時に避難者や近隣の方々が使用できるようにします。

〇大規模火災発生時の延焼防止にも期待できます。

＊補助救援センター
→救援センターで避難者を収容し
きれない場合に開設する補助的な
救援センター。災害時に必ず開設
されものではありません。
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2．野外スポーツ施設の概要

（5） 周辺環境への配慮

① 騒音の影響の緩和策

防球ネット、防音壁の整備イメージ 防音壁設置範囲

○住宅側に防音壁を設置し、住宅街への音漏れを低減します。

○防音壁に加え、敷地外周に植栽を配置（既存・新植樹木）することで、住

宅街への音漏れを軽減します。

○設計段階において、防音効果をシミュレーションしながら、音漏れに配慮

します。



23

2．野外スポーツ施設の概要

（5） 周辺環境への配慮

② 照明の影響の緩和策

○競技エリアは必要照度を確保しつつ、周辺住宅エリアの照度が低減されるよ

う、遮光板等を設置するとともに、シミュレーションにより確認します。

○競技エリアの器具配置は、直接、住宅側を向かないコーナー配置にすること

で周辺住居へのまぶしさを低減します。

○北側に配置する地域開放エリアは、歩道照明を配置し、地域住民が安全・安

心に利用できるオープンスペースとして整備します。

照度分布シミュレーションのイメージ 光害対策型照明器具 専用ルーバー



24

2．野外スポーツ施設の概要

（5） 周辺環境への配慮

③ 周辺の住環境への配慮

○管理棟と周辺道路の間に既存樹や植栽を配置し、圧迫感を軽減します。

○建物高さを周辺住宅と同等とすることで、周辺の住宅と調和した建物としま

す。

〇敷地南側の近隣住宅に配慮し、建物と住宅地の間の既存樹をできる限り保存

するとともに、建物南面の開口部は最小限とします。

○敷地内の緑化を行い、周辺地域を含めた夏季の温度上昇を低減します。

管理棟周辺の植栽イメージ
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2．野外スポーツ施設の概要

〈北側ゾーン〉
代表樹種：

シラカシ カツラ

ソメイヨシノ

ユキヤナギ レンギョウ

〈西側ゾーン・東西園路〉 代表樹種：

シラカシヤマボウシ ムクゲ

〈東側ゾーン〉
代表樹種：

シラカシカツラ（夏） （秋）

〈南側ゾーン〉
代表樹種：

イロハモミジヤマザクラ

ドウダンツツジ

来園者が歩きたくなるような
ウォーカブルな施設環境を演出

観戦スペースのベンチ・植栽イメージ

ソメイヨシノ（花）

ソメイヨシノ（花）
ヤマボウシ（花）

ヤマザクラ
（花）

イロハモミジ（紅葉）

カツラ（紅葉）

ハナミズキ

凡 例
新植植栽範囲

既存・新植植栽範囲（保存樹木）

シンボルツリー

シンボルツリー

シンボルツリー

シンボルツリー

シンボルツリー

（5） 周辺環境への配慮

「訪れた人が居心地よく、ふと歩き
たくなるような緑の設え」

④ 植栽による環境への配慮

方策方策
①多様な世代や利用者が五感を通して居
場所を見つけられる緑の動線づくり

② 潜在価値の有効利用と周辺環境に配慮
した持続可能な緑の環境づくり

③ 四季を感じるシンボルツリーと一体と
なったエントランス空間づくり

コンセプトコンセプト「訪れた人が居心地よく、ふと歩き
たくなるような緑の設え」

※実施設計段階につき、変更が生じる
場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

（6） 施設利用時間（案）

○他の区立体育施設に準じた利用日、利用時間とします。

施設 利用時間（案）

多目的グラウンド
午前９時～午後９時まで

テニスコート

会議スペース（管理棟内） 午前９時～午後９時まで

駐車場 午前８時30分～午後９時30分まで

※ なお、施設利用料金については、区立体育施設や他自治体体育施設の利用料金を
踏まえ今後検討します。
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3．事業スケジュール

事業スケジュール（予定）

工種・名称・規格 2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年

近接工事 下水道工事（東京都）

設計業務 調査・設計

住民説明会 工事・事業に関すること

解体工事

家屋調査（工事前後）

樹木伐採、屋内運動場、
校舎、プール、外構

建築工事 管理棟工事

土木工事
土工事、囲障・排水・
施設・舗装・外構工事

施設供用

※今後の進捗状況により、変更が生じる場合があります。

事業概要説
明会（本日）

公聴会

工事前
説明会
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4．第十中学校跡地活用に関するご意見やご質問

旧第十中学校跡地活用に関するご意見やご質問
については、下記までお願いいたします。

豊島区 文化商工部 学習・スポーツ課 施設整備グループ
電 話：０３－４５６６－２７６６
F A X：０３－３９８１－１５７７
Email : A0014606@city.toshima.lg.jp


